
こども家庭ソーシャルワーカー取得促進事業の概要

１  事業の目的

２  事業の概要

３  実施主体等

① 研修受講支援

こども家庭ソーシャルワーカーの受講対象となる職員が資格取得のための研修に参加する場合に、研修受講料、研修受講に係る旅費、研修受講者
の勤務先において研修受講期間中の代替職員を確保するための雇上費を補助する。

② 見学実習受入施設等への代替職員配置

こども家庭ソーシャルワーカー研修の見学実習を受け入れる施設等に対し、当該対応に係る代替職員の配置に必要となる経費の補助を行う。

③-a 資格取得者の配置促進（補助金によるもの）

児童相談所やこども家庭センター等の市区町村相談支援部門に資格を有する職員を配置する場合に、当該職員に係る賃金引き上げを行う。

③-b 資格取得者の配置促進（児童入所施設措置費等国庫負担金によるもの）

児童養護施設等や一時保護所に資格を有する職員を配置する場合の措置費として、当該職員に係る加算（手当）を設ける。

【実施主体】
① 都道府県、指定都市、児童相談所設置市、市区町村
② 都道府県、指定都市、児童相談所設置市
③-a 都道府県、指定都市、児童相談所設置市、市区町村
③-b 都道府県、指定都市、児童相談所設置市等

【補助基準額】① （受講ルートにより異なる、詳細は実施要綱に記載）
② １日あたり8,620円
③-a 240千円
③-b 292千円（措置費の加算単価）

【補 助 率】
  ① 国：2/3、都道府県・指定都市・児童相談所設置市・市町村：1/3
② 国：2/3、都道府県・指定都市・児童相談所設置市：1/3
③-a 国：2/3、都道府県・指定都市・児童相談所設置市・市区町村：1/3
③-b 国：1/2、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市：1/2 もしくは

 国：1/2、都道府県1/4、市及び福祉事務所設置町村1/4

○ 令和４年改正児童福祉法により、児童相談所や市区町村（こども家庭センター）等における相談支援等の質の向上を図る観点から、令和６年度よ
り、新たな公的資格である「こども家庭ソーシャルワーカー」が創設され、児童福祉司や統括支援員の任用要件の１つとして位置づけられる。

○ 本資格は、既に児童相談所、市区町村、保育所、児童養護施設等の現場で働いている者が、100.5～265.5時間の研修の受講等を経て取得するもの。
これらの研修等に参加しやすいよう、新たな補助を創設する。

<児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金>
令和６年度予算額（案）：177億円の内数（令和５年度当初予算額：208億円の内数）
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